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令和７年第５回氷川町議会定例会会議録（第１号） 

 

令和７年９月９日 

午前１０時００分開議 

於       議場 

 

１．議事日程（１日目） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名  

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 行政報告 

報告第 ５号 宮原まちづくり株式会社の経営報告について 

日程第 ５ 承認第 ３号 専決処分の報告及び承認について 

               令和７年度氷川町一般会計補正予算（第４号） 

日程第 ６ 承認第 ４号 専決処分の報告及び承認について 

               令和７年度氷川町一般会計補正予算（第５号） 

日程第 ７ 承認第 ５号 専決処分の報告及び承認について 

               令和７年度氷川町下水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第 ８ 議案第３５号 氷川町児童館整備基金条例の制定について 

日程第 ９ 議案第３６号 氷川町宮原地区振興基金条例の制定について 

日程第１０ 議案第３７号 令和７年度氷川町一般会計補正予算（第６号）につい 

             て 

日程第１１ 議案第３８号 令和７年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第

２）について 

日程第１２ 議案第３９号 令和７年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

について 

日程第１３ 議案第４０号 令和７年度氷川町後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第１号）について 

日程第１４ 議案第４１号 令和７年度氷川町下水道事業会計補正予算（第２号） 

について 

日程第１５ 議案第４２号 事業契約の締結について 

 

 

２．出席議員は次のとおりである（１１名）。 

１番  飯 田 健 二        ２番  西 尾 正 剛 

３番  木 下   厚        ４番  吉 川 義 雄 

５番  長 尾 憲二郎        ６番  松 田 達 之 

７番  清 田 一 敏        ９番  上 田 健 一 

１０番  片 山 裕 治       １１番  上 田 俊 孝 

１２番  米 村   洋 

 

３．欠席議員は次のとおりである（１名）。 

８番  三 浦 賢 治 
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４．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  畑 野 光 昭   書 記  三 好 裕 子 

 

５．説明のため出席した者の職氏名 

町    長  藤 本 一 臣   副 町 長  平   逸 郎 

教 育 長  西 村   裕   総 務 課 長  坂 本 哲 也 

企画財政課長  國 岡 信 吾   税 務 課 長  荒 平 健 二 

町 民 課 長  西 村 憲 志   福 祉 課 長  尾 崎   徹 

農業振興課長  陳 野 国 司   農 地 課 長  坂 梨 俊 弘 

建設下水道課長  白 丸 浩 二   地域振興課長  村 上 孝 治 

会計管理者  柿 本 宏 樹   学校教育課長  増 住 豪 二 

生涯学習課長  谷 岡 賢 一   代表監査委員  島 田 博 行 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（米村 洋君）  皆さん、おはようございます。 

ただいまから、令和７年第５回氷川町議会定例会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（米村 洋君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、６番、松

田達之君、７番、清田一敏君を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第 ２ 会期の決定 

○議長（米村 洋君）  日程第２、会期の決定を議題とします。 

お諮りします。本定例会の会期は、本日から９月１０日までの４日間としたい

と思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君）  異議なしと認めます。 

したがって、会期は本日から９月１０日までの４日間とするに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第 ３ 諸般の報告 

○議長（米村 洋君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

８番、三浦議員から本日の会議に対して体調不良のため、出席できない旨の欠

席届が提出され、これを認めましたので報告します。 

例月現金出納検査、備品監査及び補助金等交付団体監査が実施され、その報告

書が提出されていますので報告します。 

次に、八代広域行政事務組合令和７年７月臨時議会が開会され、会議録が提出

されていますので報告します。 

次に、八代生活環境事務組合令和７年第１回定例会が開催され、会議録が提出

されていますので報告します。 

なお、これらの報告書及び会議録は議会事務局にお返しをありますので、ご自

由に閲覧願います。 

次に、令和７年４月２２日熊本県町村議会議長会令和７年度町村議会正副委員

長研修会がオンラインで開催され、長尾憲二郎総務文教常任委員長、西尾正剛産

業建設厚生常任委員長、片山裕治議会運営副委員長が出席しましたので報告しま

す。 

次に、令和７年８月５日から６日まで、議会広報調査特別委員会委員４名が広

島県海田町議会へ先進地研修を行いましたので報告します。 

次に、令和７年８月２０日、熊本県町村議会議長会令和７年度町村会正副議長

研修会が開催され、上田俊孝副議長が出席しましたので報告します。 

次に、令和７年８月２８日から２９日まで東京渋谷公会堂において、議会広報

調査特別委員会委員４名が議会広報における自主研修を行いましたので報告しま

す。 

これで、諸般の報告を終わります。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第 ４ 報告第 ５号 宮原まちづくり株式会社の経営報告について 

日程第 ５ 承認第 ３号 専決処分の報告及び承認について 

令和７年度氷川町一般会計補正予算（第４号） 

日程第 ６ 承認第 ４号 専決処分の報告及び承認について 

令和７年度氷川町一般会計補正予算（第５号） 

日程第 ７ 承認第 ５号 専決処分の報告及び承認について 

令和７年度氷川町下水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第 ８ 議案第３５号 氷川町児童館整備基金条例の制定について 

日程第 ９ 議案第３６号 氷川町宮原地区振興基金条例の制定について 

日程第１０ 議案第３７号 令和７年度氷川町一般会計補正予算（第６号）につい 

             て 

日程第１１ 議案第３８号 令和７年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第 

             ２号）について 

日程第１２ 議案第３９号 令和７年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

について 

日程第１３ 議案第４０号 令和７年度氷川町後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第１号）について 

日程第１４ 議案第４１号 令和７年度氷川町下水道事業会計補正予算（第２号） 

             について 

日程第１５ 議案第４２号 事業契約の締結について 

○議長（米村 洋君） 日程第４、報告第５号、宮原まちづくり株式会社の経営報

告についてから、日程第１５、議案第４２号、事業契約の提言についてまでを一

括議題とします。 

町長の挨拶及び提案理由の説明を求めます。町長、藤本一臣君。 

○町長（藤本一臣君） 皆さま、おはようございます。 

二十四節気のひとつ「白露」を過ぎましたものの、厳しい暑さが続いておりま

す。 

議員各位には日々ご健勝のこととお喜びを申し上げます。 

本日は、令和７年第５回氷川町議会定例会を招集をいたしましたところ、皆様

方には公私ともにお忙しい中、お繰り合わせご出席を頂きまして誠にありがとう

ございます。 

また、日頃より町政の推進にあたりまして、格段のご理解とご協力を賜り、お

陰をもちまして各種事務・事業も概ね順調に進捗をしており、心より感謝を申し

上げる次第であります。 

さて、先月１１日未明の集中豪雨によりまして、町内甚大な被害が発生をいた

しました。被災をされました全ての皆様方にお見舞いを申し上げます。 

発災後の町の対応につきまして、ご報告をいたします。 

８月１１日２時１５分、避難指示を発令と同時に避難所を開設、最大１０７名

の避難者がございました。 

８月１１日午後から地区担当職員によります、被害の概要調査並びに８月１８

日から被害家屋の一時調査を開始し、８月２５日に調査を完了しております。 

住家の被害、床上浸水９８件、床下浸水２０１件、土砂災害等を含めますと大

小含めて９５件、道路土砂の撤去か所が７７か所、人的被害が１名ございまし
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た。圧迫骨折ということで、大変心配をしているところであります。 

農産物の冠水被害面積が約８４０ヘクタール、いちご、トマトの苗、それから

農業用の機械設備が冠水をいたしております。 

農地の被害につきましては、果樹園及び圃場への土砂の崩落、現在把握してい

るところで３００か所以上。今、農家の皆さん方に直接被害調査を行っておりま

すので、それが上がってまいりますとこの数はもう少し増えるのかなあと思って

おりまして、大変心配をいたしているところであります。 

商工業関係の被害が４０件発生をいたしております。うち４件は、少し再開ま

で時間がかかると聞いておりまして、こちらも大変心配をしているところでござ

います。 

８月１１日号から氷川町建設業協力会によります応急復旧作業を開始いたしま

した。 

８月２２日に応急復旧を完了したところであります。 

８月１３日午後から災害ごみの受入れを開始し、一昨日までの累計で３,０８９

台の受入れを行っております。 

ほぼ片づけのめどが立ったようでございますので、９月の１２日から１４日ま

でを最後の受入れとしまして、それをもって終了したいというふうに考えており

ます。 

このことにつきましては、一般社団法人熊本県産業資源循環協会南部支部の皆

さま方に、１３日の午後当初から応援を頂きまして本当にありがたく思っている

ところであります。 

氷川町社会福祉協議会によります災害ボランティアセンターを８月１４日に開

設をし、３２件の被災世帯の支援を実施し、一昨日の９月７日に完了をいたしま

した。 

８月２１日から床上浸水世帯を対象に、八代保健所と連携をしまして、健康調

査を実施したところであります。 

８月２５日から被災住家の消毒作業を行っております。今後また要望があるよ

うでございますので、継続して進めてまいります。 

みなし仮設住宅の相談に応じております。 

町営住宅並びに民間アパートを活用して、それぞれみなしという形で、仮設住

宅に入っていただきたいというふうに考えておりまして、既に２世帯につきまし

ては、町の施設を使って入居を完了いたしております。 

８月１８日から、国土交通省によりますテックホースの派遣を依頼し、現場に

赴いていただきました。 

土砂災害等に対する応急措置及び災害復旧の方法等につきまして、報告並びに

教示を頂いたところであります。 

この調査につきましては、今後、災害救助法適用の災害復旧の資料にも使える

とお聞きをしておりまして、よかったなというふうに思っております。 

９月１日から罹災証明書の発行を行っております。 

あわせまして、各種相談窓口を設けて対応しております。 

必要な支援をこれからも、しっかりと継続して行ってまいります。 

また、県内の各市町村から職員の派遣を頂いておりまして、大変助かっており

ます。深く感謝を申し上げます。 

今後とも、１日も早い災害復旧に全力を傾注してまいりますので、更なるご理
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解とご支援をよろしくお願い申し上げまして報告といたします。 

さて、去る７月２７日から２９日に、八代市並びにＪＡ八代とともに政府要望

を行ってまいりました。 

農林水産省を訪問し、地域農業の課題を訴え、農業関係予算の確保について要

望したところであります。 

７月２９日に氷川町観光物産協会主催の納涼祭流し踊りが、華やかに開催をさ

れました。 

８月２４日の地蔵まつりにつきましては、豪雨災害発生を受けて、造り物の審

査のみを行い、花火及び表彰イベントは無期延期とされたところであります。 

台湾に向けた吉野梨５キロ箱２,０００箱が輸出をされる予定でありまして、去

る９月の４日に第１便が出発をいたしました。 

１０月５日に予定しておりました、町民体育祭秋季大会につきましては、中止

をすることを決定したところであります。 

さて、令和７年度早いもので５カ月を経過いたしましたが、主な事業の進捗状

況をご報告いたします。 

商工会プレミアム付商品券、とくとく券につきましては、プレミアム率を２０

パーセントに引上げたことで、早々に完売しておりまして、町内の消費喚起に役

立っているものというふうに思います。 

学校給食共同調理場改築工事が完了し、氷川中学校の給食につきましても、２

学期から共同調理による配食を開始しております。 

氷川町地域優良賃貸住宅整備事業につきましては、プロポーザル方式によりま

して業者を選定し、仮契約を締結したところであります。 

本定例会に契約締結に向けた議案を提案しております。議決後に本契約を締結

いたします。 

竜北地区湛水防除事業につきましては、排水機場本体の建屋工事が完了いたし

ました。 

電気設備、ポンプ、除塵機の設置、それから遊水地の掘削工事が施行される予

定でありまして、来年の流し前までは、梅雨前までには、いわゆる竣工し、稼働

させる予定でございます。 

不知火干拓再整備事業につきましては、用水用のパイプライン更新工事を稲刈

り終了後に施行されます。 

昨年度も一部施工しておりまして、今年度の事業を稲刈り後に行うということ

でございます。 

砂川排水機場の更新事業につきましては、現在下部工事を施工中であります。 

竜北東小学校低学年棟屋根防水改修工事が完了をいたしました。今後は、天井

の改修、壁の改修、照明器具等の改修、床の改修、研磨の工事を施工する予定で

あります。 

博報堂プロダクツの協定によります地域活性化に向けた取組につきましては、

昨年度の７つの課題を精査し、５つの課題に絞り込んだ上で、タスクホースセカ

ンドを７月にスタートさせ、取り組んでいるところであります。 

自治体ＤＸにつきましても、職員の推進リーダーを中心に事務の効率化と住民

サービスの向上を目的に、国が進めるシステム標準化を見据えて進めておりま

す。 

ふるさと納税につきましては、８月末現在で２億８,３９１万２,６５８円の寄
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附を頂いております。 

昨年の同時期に比べまして、１億１,７００万円余りの増加となっております。 

以上、令和７年度主要事業の進捗状況の報告とさせていただきます。 

さて、本定例会に提案をいたしておりますのは、報告１件、承認３件、条例の

制定及びその他３件、令和７年度一般会計並びに特別会計補正予算５件でござい

ます。 

報告第５号は、宮原まちづくり株式会社の経営について、この後担当課長に報

告をさせます。 

承認第３号並びに承認第４号は、専決処分した令和７年度一般会計補正予算

（第４号）並びに（第５号）について報告し承認を求めるものであります。 

承認第５号は、専決処分した令和７年度氷川町下水道事業会計補正予算（第１

号）について報告をし、承認を求めるものであります。 

議案第３５号は、氷川町児童館整備計画に賛同し、寄附の意向に対応するた

め、氷川町児童館整備基金条例を制定するものであります。 

議案第３６号は、氷川町宮原地区の振興に活用してほしいとの寄附の意向に対

応するため、氷川町宮原地区振興基金条例を制定するものであります。 

議案第３７号は令和７年度氷川町一般会計補正予算（第６号）でありまして、

歳入歳出それぞれ７億９,０１６万１,０００円を追加し、歳入歳出総額をそれぞ

れ９６億３,８５４万６,０００円とするものであります。 

歳入の主な項目は国庫支出金、寄附金、繰入金、繰越金及び町債で、歳出の主

な事業内容は、総務費、衛生費、農林水産業費、教育費、土木費、ふるさと氷川

応援基金積立金、及び財政調整基金積立金であります。 

議案第３８号は、令和７年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

でありまして、歳入歳出それぞれ５００万９,０００円を追加し、歳入歳出総額を

それぞれ２０億２,０３９万７,０００円とするものでありまして、歳入の主なも

のは、国庫支出金、歳出の 内容は、システム改修委託料であります。 

議案第３９号は、令和７年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第１号）であ

りまして、歳入歳出それぞれ９９１万５,０００円を追加し、歳入歳出総額それぞ

れ１７億１,６７４万円とするものでありまして、歳入の主なものは繰越金、歳出

の主な内容は返還金でございます。 

議案第４０号は、令和７年度氷川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）でありまして、歳入歳出それぞれ２３６万４,０００円を追加し、歳入歳出総

額それぞれ２億５,９９１万３,０００円とするものでありまして、歳入の主なも

のは国庫支出金、歳出の主な内容は、システム改修委託料でございます。 

議案第４１号は、令和７年度氷川町下水道事業会計補正予算（第２号）であり

ます。 

議案第４２号は、氷川町地域優良賃貸住宅整備事業について、事業契約を締結

するため、議会の議決を求めるものでございます。 

以上、簡単に説明申し上げましたが、具体的な内容につきましては、担当課長

に説明をさせますので、ご審議を頂き、円満なるご決定とご承認を頂きますよう

お願い申し上げまして、挨拶並びに提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（米村 洋君）  これから、報告第５号から順次詳細説明を求めます。 

地域振興課長、村上孝治君。 

○地域振興課長（村上孝治君） 報告第５号、宮原まちづくり株式会社の経営報告
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につきまして、地方自治法第２４３条の３第２項の規定によりまして、令和６年

度宮原まちづくり株式会社の経営状況につきまして、別紙のとおりご報告いたし

ます。 

１枚ページをめくっていただきますと、まず令和６年度事業計画書で第２３期

となります。 

次の２から３ページに計画が記載されていますので、計画に対する実施状況を

ご報告いたします。 

資料の２ページをご覧ください。 

中ほどの２、具体的な活動計画、①イベント事業についてですが、中心市街地

において、観光物産協会及び商工会と連携して、実施していました納涼祭や地蔵

まつり・花火大会などが開催され、多くの方々の来場でにぎわいました。 

主催イベントであります「わらしべ市」では、１２月の２週間の期間を設けて

開催し、期間中は約５００名の来場がありました。 

また、初日の土曜日の１回、氷川町観光物産協会等の連携により物産展を開催

し、町内の物産振興を図ることができました。 

２月から開催しています「ひなまつり展」につきましては、木目込み人形を中

心に約１,８００のひな人形を飾り、さげもんやバルーンを飾り、併せて町内保育

園児の手作りひな人形も展示したところです。 

また、期間中にはオカリナや二胡の演奏会を実施し、地域でひな祭り展を盛り

上げていただきました。 

テレビや新聞などでも取上げられたことにより、県外からの来場者も多く見ら

れ、期間中の来場者は前年に比べ減少したものの約６,４００名の方々に来場頂き

ました。 

資料３ページになります。 

２のエコショップ運営事業につきまして、ＥＭ発酵液の利用者は、環境学習の

一環として、町内全小・中学校のほか、八代市内の小・中学校におきましても、

毎年の利用と定着、また、町内各地区の地区づくり活動でも活用されており、東

網道地区では、ＥＭ団子づくりを再開され、地区内の河川の環境保全に活用され

ています。 

４請負管理等事業では、昨年３月の八代生活環境事務組合クリーンセンターの

業務終了に伴い、請負業務終了となりました。 

今期はまちつくり酒屋とまちづくり情報銀行の管理業務となりましたが、秋山

幸二ギャラリーは１,５１４名の方々に来館頂きました。 

次に、当期の収支につきましてご報告いたします。 

５ページの損益計算書で説明させていただきます。 

右側の数字になりますが、上の段より営業収益は６６２万円で、前期に比べ約

１,５７４万円の減額となります。 

一方、営業費用は売り上げ原価が、２４４万１,２９６円、販売費及び一般管理

費が右側下の数字で、７５９万８,３５２円となり、これを合わせまして、１,０

０３万９,６４８円、これは前期に比べますと、１,４４６万円の減額になりま

す。 

営業収益及び営業費用の減は昨年３月３１日をもって、クリーンセンター請負

業務が終了したことが主な要因であります。 

１番上の営業収益から営業費用を引きました営業利益、下の方の括弧内になり
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ますが、３４１万９,６４８円の損失で、これは前期と比較しますと、昨年もマイ

ナスでしたが、損失額としては約１２７万円の増加となります。 

この営業損益の３４１万９,６４８円に営業外収益９,５００円を加えた、税引

き前の当期純利益は下から３行目、３４１万１４８円のマイナスとなり、税引き

後の当期純利益は３４８万１,１４８円の損失となります。 

収支の主なものといたしまして、７ページをご覧ください。 

第２３期の収支決算書をつけております。 

収入ですが、上段から喫茶と物産販売の売上げで約３３６万９,０００円、まち

づくり酒屋管理委託料で２１９万６,０００円となっています。 

支出の主なものは、物産等の仕入れが２４４万１,０００円、社員の人件費で、

福利厚生費も合計しますと５０４万円、下の方のイベント費につきましては、「 

わらしべ市」や「ひな祭り展」などを行い、５２万９,５０５円の支出となってい

ます。 

８ページをご覧ください。株主資本等変動計算書です。 

右から３列目、利益剰余金の合計欄ですが、１段目が当期首残高で７２９万３,

０９９円、その二つ下、当期純損益が３４８万１,１４８円で、差引き、１番下と

なりますが、利益剰余金の合計が３８１万１,９５１円となっており、純資産合計

は１,３８１万１,９５１円となっています。 

以上で、令和６年度宮原まちづくり株式会社の経営報告とさせていただきます。 

○議長（米村 洋君） 企画財政課長、國岡信吾君。 

○企画財政課長（國岡信吾君） 承認第３号、専決処分の報告及び承認についてご

説明いたします。 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和７年７月２４日付けで専決処

分した事件について、同条第３項の規定により別紙のとおり報告し、承認を求め

るものです。 

資料の１ページをご覧ください。 

専決第３号、令和７年度氷川町一般会計補正予算（第４号）になります。 

第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２６万４,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８１億８,１１４万８,０００円とす

るものです。 

歳出につきましてご説明いたします。 

７ページになります。 

４５款、教育費、５項、教育総務費、１０目、事務局費の６万４,０００円は、

８月９日に佐賀県で開催された九州中学校柔道競技大会へ出場された、氷川中生

徒ほか監督等の旅費などの補助金になります。 

１０項、小学校費、１０目、教育振興費の２０万円は、宮原小学校が「熊本の

学び」研究指定校事業の採択を受け、実施に必要な旅費、需用費を計上するもの

です。 

財源につきましては、全額県委託金となります。 

続きまして、歳入につきましてご説明いたします。 

６ページになります。 

７０款、県支出金の２０万円は、研究指定校事業に係る県委託金になります。 

９０款、繰越金の６万４,０００円は、大会出場補助金に充当するものです。 

以上が、専決第３号の内容になります。 
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今回は緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないことから、専決処分した

ものです。 

これで、承認第３号の説明を終わります。 

続きまして、承認第４号、専決処分の報告及び承認について、ご説明いたしま

す。 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和７年８月２８日付けで専決処

分した事件について、同条第３項の規定により、別紙のとおり報告し、承認を求

めるものです。 

資料の１ページをご覧ください。 

専決第４号、令和７年度氷川町一般会計補正予算（第５号）になります。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６億６,７２３万７,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８８億４,８３８万５,０００

円とするものです。 

また、第２条で地方債の補正を計上しております。 

なお、今回の補正予算第５号につきましては、８月の豪雨災害の復旧関連費用

の計上となっております。 

それでは、歳出の主なものにつきまして、ご説明いたします。 

資料は１０ページからご覧ください。 

１５款、民生費、２０項、５目、災害救助費の８,３７４万１,０００円は、被

災住家の準半壊以上に対する応急修理補助金として７,１４３万円、災害ボラン

ティアセンター運営補助金で３７５万円、災害援護資金貸付金で８５０万円のほ

か、関連事務費を計上しております。 

１１ページになります。 

２０款、衛生費、５項、保健衛生費、２０目、環境衛生費の１７８万８,０００

円は、被災家屋の消毒業務委託料と関連経費になります。 

１０項、清掃費、５目、塵芥処理費の９,４８４万６,０００円は、災害廃棄物

の処分業務委託料のほか、関連手数料等になります。 

１２ページになります。 

２５款、農業水産業費、５項、農業費、２５目、農地費の９４０万円は、氷川

排水機場内のポンプの故障による仮設の排水機材と重機借上料になります。 

３０款、５項、商工費、２０目、竜北公園費の１７６万４,０００円は、被災し

た公園内の法面復旧費などの修繕料になります。 

２５目、立神峡公園費の６００万円は、被害を受けた公園内の土砂の撤去と第

２駐車場の復旧に係る修繕料になります。 

続いて１３ページになります。 

３５款、土木費、２５項、住宅費、５目、住宅管理費の１１０万４,０００円

は、住宅被災者の一時的な受入れ先として、有佐駅前団地の空き室を利用するた

めの修繕費になります。 

１４ページから１５ページになります。 

５０款、災害復旧費、１０項、５目、公共土木施設災害復旧費の４億６,８００

万円は、被害を受けた町道及び河川の７０か所以上にわたる復旧にかかる事業費

としまして、１０節、需用費から１５ページの１５節、原材料費までを計上して

いるところでございます。 

続きまして、歳入の主なものにつきまして、ご説明いたします。 
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資料は、７ページになります。 

６５款、国庫支出金、１０項、国庫補助金、１５目、衛生費国庫補助金の４,８

０１万９,０００円は、災害廃棄物処理業務などの補助金になります。 

７０款、県支出金、５項、県負担金、５目、民生費県負担金の７,１４３万円は、

被災住家の応急修繕費に係る国、県の災害救助費負担金になります。 

１０項、県補助金、２０目、農林水産業費県補助金の７５０万円は、氷川排水

機場の仮設排水機材の借上料に係る補助金になります。 

８ページになります。 

８５款、繰入金、１０項、基金繰入金、５目、財政調整基金繰入金の５億３,０

００万円は、歳出予算へ充当するものです。 

９ページになります。 

９９款、５項、町債、７目、民生債８５０万円は、災害援護資金貸付事業の財

源とするものです。 

資料は、４ページになります。 

第２表、地方債補正についてご説明いたします。 

民生債の１,１４０万円の限度額を８５０万円増額し、１,９９０万円へ変更す

るものです。 

以上が、専決第４号の内容になります。 

今回は緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないことから、専決処分した

ものです。 

これで、承認第４号の説明を終わります。 

○議長（米村 洋君） 建設下水道課長、白丸浩二君。 

○建設下水道課長（白丸浩二君） 承認第５号、専決処分の報告及び承認について

令和７年度氷川町下水道事業会計補正予算（第１号）をご説明いたします。 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、専決処分した事件について同条第

３項の規定により、別添のとおり報告し、承認を求めるものです。 

１ページをご覧ください。 

第２条、資本的収入及び支出の補正につきましては、支出に２,４１２万２,０

００円を追加し、支出合計４億４,８４８万４,０００円とするものです。 

資本的支出の主なものについて、説明いたします。 

４ページをご覧ください。 

下段支出の１款、資本的支出、１項、建設改良費、２目、災害復旧費に２,４１

２万２,０００円を追加しています。 

これは、８月豪雨災害により、沖塘地区の真空ステーションの制御盤やモータ

ーが浸水し、故障、停止したため、復旧に要する費用として、真空ステーション

設備復旧委託及び汚水移送対応に２,０００万円、真空ステーション制御盤嵩上工

事及びマンホール蓋取り替え工事に、２,８６０万円を計上するものです。 

緊急を要し、議会を招集する暇がない為、今回専決処分したものです。 

これで、承認第５号を説明終わります。 

○議長（米村 洋君） 企画財政課長、國岡信吾君。 

○企画財政課長（國岡信吾君） 議案第３５号、氷川町児童館整備基金条例の制定

についてご説明いたします。 

氷川町児童館整備基金条例を別紙のとおり制定するため、地方自治法第９６条

第１項の規定により、議会の議決を求めるものです。 
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提案理由といたしまして、氷川町児童館の整備に活用するための寄附金を、ペ

ルー共和国の平岡ルイス様から受領予定であります。 

この寄附金を来年度までの整備費用に充当するため、基金条例を制定するもの

です。 

以上で、議案第３５号、氷川町児童館整備基金条例の制定について説明を終わ

ります。 

続きまして、議案第３６号、氷川町宮原地区振興基金条例の制定についてご説

明いたします。 

氷川町宮原地区振興基金条例を別紙のとおり制定するため、地方自治法第９６

条第１項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

提案理由といたしまして、氷川町宮原地区の振興を目的とした寄附金を、宮原

地区ご出身の井芹嘉久様の法定相続人様から、８月２７日に寄附額１,０００万円

を受領しております。 

今後、宮原地区の振興に必要な事業へ充当するため、基金条例を制定するもの

です。 

以上で、議案第３６号、氷川町宮原地区振興基金条例の制定について説明を終

わります。 

続きまして、議案第３７号、令和７年度氷川町一般会計補正予算（第６号）に

ついてご説明いたします。 

令和７年度氷川町一般会計補正予算（第６号）を別紙のとおり定めるため、地

方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

資料の１ページをご覧ください。 

第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７億９,０１６万１,０００

円を追加し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ９６億３,８５４万６,０

００円とするものです。 

また、第２条で地方債の補正を計上しております。 

歳出のほうの主なものにつきましてご説明いたします。 

資料は１１ページからご覧ください。 

１０款、総務費、５項、総務管理費、１３目、振興局費の５８７万５，０００

円は、物価高騰支援交付金を活用したＬＰガス使用世帯支援事業で、１世帯当た

り２，０００円を支援するものです。  

１５目、企画費、１２節、委託料の１億５，０００万円は、ふるさと納税事

業・支援業務委託料として、今年度の寄付額を８億円と見込み、その返礼品代金

等を含む委託料になります。 

２２節、償還金利子及び割引料の過誤納返還金１４８万円は、令和５年度物価

高騰対応支援交付金事業の実績確定による返還金になります。 

１２ページになります。 

５０目、財政調整基金費２億２，０００万円は、地方財政法第７条第１項に基

づき、令和６年度の歳計剰余金に係る財政調整基金積立金になります。 

８５目、ふるさと氷川応援基金費３億１，２９１万８，０００円は、今年度の

寄附見込額に３億円を増額し８億円にするものと、前年度積み残し分１，２９１

万８，０００円を積み立てるものです。 

１３ページになります。  

１５項、５目、戸籍住民基本台帳費の２８７万１，０００円は、戸籍の振り仮
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名表記に対応するためのシステム改修費になります。  

１４ページになります。  

１５款、民生費、５項、社会福祉費、１５目、障がい者福祉費の１３１万円

は、前年度事業実績の確定に伴う県費負担金の返還金になります。  

１５ページになります。  

２０款、衛生費、１０項、清掃費、５目、塵芥処理費の２，８６０万円は、令

和８年度より、クリーンセンター施設本体の解体工事が予定されており、資源物

処理施設への搬入口が使用できなくなるため、新たに搬入口を整備するもので

す。  

２５款、農林水産業費、５項、農業費、１０目、農業振興費の１６７万９，０

００円は、いぐさ・畳表の生産機械の機能強化に係る県補助金の内報によるもの

になります。  

１６ページになります。  

２５目、農地費の１，２５８万２，０００円は、農道馬原１号線の道路拡幅改

良の ８００万円と、地区要望に対応する幹線排水路等の維持修繕の関連費用にな

ります。 

１７ページになります。  

３５款、土木費、１０項、道路橋りょう費、１０目、道路維持修繕費の２，６

００万円は、地区要望等に対応する修繕料２，１００万円と、町道管理として雑

木伐採委託料の５００万円になります。 

１５目、道路新設改良費の９０万円は、１２節、委託料の町道法道寺５号線ほ

か２ 路線に係る、分筆測量委託料の計上で、地区要望に対応するものになりま

す。  

１１節、役務費から１８ページ２１節、補償補填及び賠償金までの計上につき

ましては、町道新田野津橋線ほか２路線に係る、道路改良事業費の節間予算の組

換えになります。 

資料は、１８ページになります。 

１５項、河川費、５目、河川総務費の２００万円は、地区要望に対応する水路

の維持修繕に係るものです。  

１９ページになります。  

４０款、５項、消防費、２５目、災害対策費の２２５万６，０００円は、野

津、宮原防災公園の施設修繕費と、網道防災公園予定地の維持管理委託料になり

ます。  

４５款、教育費、１０項、小学校費、５目、学校管理費の１，１０９万８，０

００円は、竜北東小学校低学年棟の雨漏り修繕に伴うもので、内壁等の改修とし

て１８８万１，０００円、照明機器等改修で４４０万円、フローリングの研磨及

びウレタン塗装・清掃業務委託で４８１万７，０００円の計上になります。 

続きまして、歳入の主なものにつきまして、ご説明いたします。  

資料は、７ページをご覧ください。  

６５款、国庫支出金、１０項、国庫補助金、５目、総務費国庫補助金の１，１

３８万４，０００円は、戸籍の振り仮名表記に対応するための、システム改修費

補助金として ２８７万１，０００円、６月議会でご承認いただきました「LP ガ

ス使用世帯支援事業」に係る地方創生臨時交付金で８５１万３，０００円の計上

になります。  
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７０款、県支出金、１０項、県補助金、５目、総務費県補助金の２９３万円

７，０００円は、物価高騰対策の LP ガス使用世帯支援事業の県補助金になりま

す。 

２０目、農林水産業費県補助金の１６７万９，０００円は、いぐさ・畳表生産

体制強化事業の内報に伴う補助金になります。 

８ページになります。 

７５款、財産収入１０項、財産売払収入、１５目、有価証券等売払収入の１，

２５３万円の減は、熊本県イ業経営安定基金協会の解散の方針から運営継続への

修正決定したことによるものです。  

８０款、５項、寄付金、５目、一般寄附金の３億円は、今年度のふるさと納税

寄附見込み総額を８億円に増額するものです。  

９ページになります。 

８５款、繰入金、１０項、基金繰入金、５目、財政調整基金繰入金の３，００

０万円は、今回の歳出予算の財源とするものです。  

３０目、ふるさと氷川応援基金繰入金、１億５，０００万円は、ふるさと納税

事業の財源とするものです。  

９０款、５項、５目、繰越金の２億６，４１１万２，０００円は、前年度繰越

金で今回の歳出予算の財源とするものです。  

９５款、諸収入、２０項、５目、雑入の４２４万６，０００円は、氷川町文化

協会ほか各種団体の前年度実績による、町費補助金の返還金になります。  

１０ページになります。  

９９款、５項、町債の補正額合計３，６８０万円は、説明欄へ記載しておりま

す、それぞれの事業の財源とするものになります。  

資料は、４ページになります。第２表 地方債補正になります。  

衛生債、農林水産業債、土木債、教育債の限度額をそれぞれ変更するもので

す。 

これで、議案第３７号の説明を終わります。 

○議長（米村 洋君） 町民課長、西村憲志君。 

○町民課長（西村憲志君） 議案第３８号 令和７年度氷川町国民健康保険特別会計

補正予算（第２号）について説明いたします。 

令和７年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）を別紙のとおり定

めるため、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるもので

す。 

１ページをご覧ください。 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５００万９，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０億２，０３９万７，０００円と

するものです。 

歳出について説明いたします。７ページをご覧ください。 

５款、総務費、５項、総務管理費、５目、一般管理費、１２節、委託料４９５

万円は、令和８年度から国民健康保険税に子ども・子育て支援分を追加して徴収

されることから、保険料の算定仕様や帳票のレイアウトの変更が必要となるため

国民健康保険税システムの改修費として計上するものです。 

３０款、保健事業費、５項、５目、特定健康診査等事業費、１０節、需用費５

万９，０００円は、来年度の住民健診用封筒の印刷製本費です。 
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次に、歳入について説明いたします。 

６ページをご覧ください。 

１５款、国庫支出金、１０項、国庫補助金、５０、目、５節、子ども・子育て

支援事業費補助金４９５万円は、システム改修の財源として交付されるもので

す。 

これで、議案第３８号の説明を終わります 

○議長（米村 洋君） 福祉課長、尾崎徹君 

○福祉課長（尾崎 徹君） 議案第３９号、令和７年度氷川町介護保険特別会計補

正予算（第１号）についてご説明いたします。 

令和７年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第１号）を別紙のとおり定める

ため、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでござ

います。 

１ページをお願いします。 

歳入歳出予算の補正第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９９１万

５，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、１７億１,６７

４万円とするものです。 

主な歳出をご説明いたします。 

７ページをお願い致します。 

３５款、諸支出金、５項、償還金及び還付加算金、１０目、償還金、２２節償

還金利子及び割引料９９１万５，０００円は令和６年度介護保険特別会計予算の

事業実績により介護給付費及び地域支援事業費分を支払基金へ返還するもので

す。 

６ページへお戻りいただき、歳入は４５款、５項、５目、５節、繰越金９９１

万５，０００円は、説明しました歳出３５款、諸支出金の返還金となります。 

これで、議案第３９号についての説明を終わります。 

○議長（米村 洋君） 町民課長、西村憲志君。 

○町民課長（西村憲志君） 議案第４０号、令和７年度氷川町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第１号）について説明いたします。 

令和７年度氷川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を別紙のとおり

定めるため、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるもの

です。 

１ページをご覧ください。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２３６万４，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億５千９９１万３，０００円とす

るものです。 

歳出について説明いたします。 

７ページをご覧ください。 

５款、総務費、５項、総務管理費、５目、一般管理費、１２節、委託料２３１

万円は、令和８年度から後期高齢者医療保険料に子ども・子育て支援分を追加し

て徴収されることから、広域連合と連携するための仕様変更が必要となるため後

期高齢者医療システムの改修費として計上するものです。 

次に、歳入について説明いたします。 

６ページをご覧ください。 

１３款、国庫支出金、１０項、国庫補助金、１０目、５節、子ども・子育て支
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援事業費補助金２３１万円は、システム改修の財源として交付されるものです。 

これで、議案第４０号の説明を終わります 

○議長（米村 洋君） 建設下水道課長、白丸浩二君。 

○建設下水道課長（白丸浩二君） 議案第４１号から議案第４２号を続けてご説明

いたします。  

令和７年度氷川町下水道事業会計補正予算（第２号）を別紙のとおり定めるた

め、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるものです。  

１ページをご覧ください。  

第２条、収益的収入及び支出の補正につきましては、支出に１１９万５，００

０円を追加し、支出合計５億２，９５５万７，０００円とするものです。   

収益的支出の主なものについて、説明致します。  

４ページをご覧ください。  

１款、公共下水道事業費用、１項、営業費用、４目、総係費に１万５，０００

円を計上しています。これは、日本下水道協会への負担金が不足するため、今回

増額するものです。  

次に、２項、営業外費用、１目、支払利息及び企業債取扱諸費に１１０万円を

計上しています。これは、令和６年度企業債借入に係る令和７年度分利息が確定

したことによる追加となります。 

また、３目、雑支出８万円の計上は、宅内などで、水道管の破損が原因で漏水

が発生した際、下水道使用料の過払い分の還付金が不足するため追加計上するも

のです。  

これで、議案第４１号の説明を終わります。 

次に、議案第４２号、事業契約の締結についてご説明いたします。  

   氷川町地域優良賃貸住宅整備事業について、下記のとおり事業契約を締結する

ため、議会の議決を求めるものです。  

１、契約の目的 氷川町地域優良賃貸住宅整備事業、２、事業場所、八代郡氷川

町宮原字上宮後４９８－４，５１５、５１６、５０５－１及び里道・水路、３、

契約の方法、随意契約、４、契約金額、１９億１，７２０万５,８０６円、５、契

約の相手方、熊本県八代郡氷川町鹿島１６１８番地２、ＰＦＩ氷川町住宅株式会

社代表取締役橋本龍太。 

提案理由といたしまして、氷川町地域優良賃貸住宅整備事業契約の締結につい

ては、氷川町議会の議決に付すべき民間資金等の活用による公共施設等の整備等

の促進に関する法律第１２条の規定により議決を経る必要があるためです。  

   これで、議案第４２号の説明を終わります。 

○議長（米村 洋君） 説明が終わりました。ここで、暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

午前１０時５６分 

午前１１時０２分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（米村 洋君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

これから、質疑を行います。承認第３号について、質疑ありませんか。 

吉川義雄君。 

○４番（吉川義雄君） ７ページになりますが、４５款、１０項、１５目に研究指

定校の事業に関わる予算、もう少し研究内容をちょっと教えていただけますか。 
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これ、１年で、どこでも何か、いろんなのを行われますが、内容をもう少しち

ょっと説明をお願いします。 

○議長（米村 洋君） 学校教育課長、増住豪二君。 

○学校教育課長（増住豪二君） 議員ご質問の事業でございますが、この事業につ

きましては、熊本県の委託事業になります。 

一応内容につきましては、事業名が子どもの新たな学びの実現に向けた探求型

研修の開発・実施推進事業に、今回の宮原小学校が手を挙げられて採択を受けて

おります。 

この事業の趣旨につきましては、学校管理職の総合的なマネジメント力の強化

を図り、校内実践における教員の主体的な学びの場と児童生徒の主体とした取組

の充実を推進するため、熊本大学等の協力を得まして、校長と中堅教員を対象に

参集研修と校内実践等を関する探究型の研修に取組、各学校が持続可能なマネジ

メントと自己成長を続ける体制を確立するための事業でございます。 

指定期間につきましては、今年度令和７年度から令和９年度、３年間の事業に

なります。 

委託料になりますが、県から２０万円を限度として交付されます。以上になり

ます。 

○議長（米村 洋君） 吉川義雄君。 

○４番（吉川義雄君） いろんな研究事業というのが、研究校というのが、よく看

板も出て、取組が行われるのを見ることがあるわけですが、令和７年度から９年

にかけて３か年計画で行っていくという事業で、この県から来るのは僅か２０万

で支出が多いなという感じがしたんですが、ほかにも補助はないんでしょうか。 

○議長（米村 洋君） 学校教育課長、増住豪二君。 

○学校教育課長（増住豪二君） この事業については、限度が２０万でございます

ので、その中で旅費だったり、消耗品、需用費に充当しているところです。以上

です。 

○議長（米村 洋君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

次に、承認第４号について、質疑ありませんか。 

西尾正剛君。 

○２番（西尾正剛君） この災害対策の財源のお話なんですが、この６億６,０００

万の中で、財調が５億３,０００万ということなんですが、これ将来的には、この

指定を受けているわけですので、国からの見通し、その辺のところを、よろしい

でしょうか、ご説明お願いいたします。 

○議長（米村 洋君） 建設下水道課長、白丸浩二君。 

○建設下水道課長（白丸浩二君） 今回の専決予算につきましては、災害復旧事業

ということで、国の補助を利用して実施するということで、国の補助につきまし

ては、事業費の６６パーセント、また今回激甚指定ということで、見通しがつい

ておりますので、激甚指定されますと、更に嵩上げをされます。 

残りの３０パーセント弱につきましては、災害復旧事業債ということで、起債

が１００パーセント、交付税措置が、９５パーセントということで、町の手出し

につきましては事業を利用すれば、１.７パーセント未満ということになっており

ます。 
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また、単独事業で今回上げております事業につきましては、６０万円未満とい

うことで、災害復旧事業の対象とならないものにつきましては、未満債というこ

とで、それにつきましても、起債を充当しまして、起債につきましても充当率が

１００パーセント、また、起債の交付税措置につきましては、９５パーセントあ

りませんが、地方財政措置がされるということで確認しております。 

これをもちまして、町の財源は少ないものと考えております。以上です。 

○議長（米村 洋君） 西尾正剛君。 

○２番（西尾正剛君） 理解いたしました。これ特交とかでの国からのお金とかっ

ていうのは見込まれますか。 

指定を受けたわけですから、その場合、過去の事例からしてどうなんでしょ

う。 

○議長（米村 洋君） 建設下水道課長、白丸浩二君。 

○建設下水道課長（白丸浩二君） 先ほどもちょっと申し上げましたが、起債を借

入れるということで、起債の分１００パーセントの充当率並びに残った、それに

関わる償還金の補助ということで、地方財政措置の交付税措置が９５パーセント

付くということになっております。以上です。 

○議長（米村 洋君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

次に、承認第５号について、質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

次に、議案第３５号について、質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

次に、議案第３６号について、質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

次に、議案第３７号について、質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

次に、議案第３８号について、質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

次に、議案第３９号について、質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

次に、議案第４０号について、質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

次に、議案第４１号について、質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

次に、議案第４２号について、質疑ありませんか。 
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〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米村 洋君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

以上で、本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午前１１時１２分 

 


